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内閣府に置く独立官庁型（消費者庁） 行政委員会型

○一元的窓口や、情報収集、発信の一元化を行うのに
ふさわしい組織

○同左

対象分野（経済取引、安全、表示等）
○消費者問題全般（経済取引、安全、表示等）をカバー
することができる

○同左（公取委型では、取引分野のみ対象）

基本政策の企画・立案 ○消費者基本法など基本政策を担当
○消費者基本法など基本政策の企画・立案を担当する
のは困難

総合調整 ○各省施策の総合調整は可能 ○総合調整権限を持つことは困難

勧告 ○担当大臣が、各省大臣へ勧告可能 ○一般に、各省大臣への勧告権限はない

○担当大臣、長官の明確な責任体制
○合議制組織であり、責任の明確性や迅速性に課題が
ある

○緊急時に迅速な対応

○民間採用や他省庁からの人材活用など、消費者行政
に関する幅広い専門性の確保・育成が可能

○左に加え、独立性が強いことから、科学的知見に基づ
く客観的評価がより可能

○「消費政策委員会」的なものの活用により、消費者の
意見を反映できる

○委員会に消費者委員を入れれば、消費者の意見を反
映しやすい

○新たに大規模な執行組織を作るのは、非現実的、組
織肥大化の批判

○執行業務の多くについて、地方自治体への権限委
譲、委任や、他省庁の出先への委任　→　地方分権との
両立

○最低限の自前の執行組織は必要　→　国民生活セン
ターの活用等も検討

１．新組織の形態に関する論点整理

○　同左

原則１　消費者にとって分かりやすい

原則２　消費者がメリットを十分実感できる

原則３　迅速な対応（緊急時の司令塔）

原則４　専門性の確保

原則５　透明性の確保

原則６　効率性の確保
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①市区町村の消費生活セ

 
ンターは、相談情報を整

 
理・分析し、都道府県消費

 
生活センターへ

①

②

③中核センターは、相談情

 
報を集約・分析した上で、

 
国民生活センター、新組織

 
へ

③

新組織を支援

情報を集約、分

 
析、商品テスト

 
等
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②安全に関する情報等の

 
集約のために、地方におけ

 
る連絡体制の強化。 情報総括官からの緊急連絡

分析・判断

各
府
省
庁

※商品テストについては、NITE、FAMIC等にも指示
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「何でも相談できる一元的窓口」の構築

○都道府県等の消費者センターは中核センターとして、また、市区町村の消費生活センターは消費者に最も身近

 
な最前線の窓口として「何でも相談できる一元的窓口」を構成し、全国ネットワークを形成することを法律に位置付

 
け。

○地方自治体自らが消費生活センターに予算、人員の重点配分をする努力が必要。

○こうした地方の取組みを国がサポート。研修、全国ネットワークへの支援等を拡充する。また、地方交付税上の

 
措置や民間が消費者行政に貢献しやすくするような税制上の措置を検討。

○こうした取組みにより、国、地方、事業者、消費者が協力する新たな仕組みを構築する。

NPO、公益法人
消費者

消費生活センター都道府県、市区町村

国相談員の派遣

 

等

相談員の研修等の拡充

全国ネットワークの構築、維持

 
に対する支援等の拡充

予算、人員の拡充

寄付

寄付
※

※

 

・寄付税制上の認定NPO法人、特定公益増進法人

・適格消費者団体への発展

事業者団体

【新たな仕組みの１つのイメージ】
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（国民生活局等） （食品安全委員会）

◎消費者基本法
◎独立行政法人国民生活セ
ンター法

◎食品安全基本法

通則
◎個人情報保護法
◎公益通報者保護法（民事
ルール）

啓発・活動
促進等

◎消費者契約法
○NPO法

○消費生活協同組合法

救済
◎独立行政法人国民生活セ
ンター法

○総合法律支援法
○ADR促進法
○組織的犯罪処罰法
○被害回復給付金支給
法

製品
◎製造物責任法（民事ルー
ル）

○電波法
◎家庭用品規制法
◎食品衛生法

◎消費生活用製品安全
法
○ガス事業法
○電気用品安全法
○液化石油ガス保安法
○電気事業法

◎道路運送車両法

食品安全
◎製造物責任法（民事ルー
ル）

◎食品安全基本法
◎食品衛生法
◎健康増進法

○農薬取締法
○BSE法
○牛肉トレーサビリティ
法
○HACCP法
○肥料安全法
○飼料安全法

医薬
◎製造物責任法（民事ルー
ル）

◎薬事法

施設
◎建築基準法
◎住宅品確法
○建設業法

◎景品表示法（行為規
制）

○たばこ事業法
○酒税の保全及び酒類
業組合等に関する法律

◎食品衛生法
◎健康増進法

◎JAS法

◎家庭用品品質表示法
○計量法
○不正競争防止法（罰
則のみ）

◎住宅品確法

◎消費者契約法（取引一般
に適用）

○独占禁止法（行為規
制。取引一般に適用）
◎景品表示法（行為規
制。取引一般に適用）

◎無限連鎖講防止法
（罰則のみ）
○探偵業法
○警備業法
○古物営業法

◎特定商取引法（行為
規制のみ）
◎特定商品預託法（行
為規制のみ）
○ゴルフ会員契約適正
化法

◎旅行業法

金融・信用

◎金融商品取引法
◎金融商品販売法（民
事ルール）
◎貸金業法
◎保険業法
◎出資法（罰則のみ）
○投資信託・投資法人
法
○プリペイドカード法

○利息制限法（民事
ルール）

◎割賦販売法
◎商品取引所法
○海外商品先物取引法
○商品ファンド法

電気通信

◎特定電子メール送信
適正化法
○電気通信事業法
○プロバイダ責任法（民
事ルール）
○放送法
○有線ラジオ放送法
○有線テレビジョン放送
法
○電気通信役務利用放
送法

◎特定商取引法
（行為規制のみ）
○電子消費者契約法
（民事ルール）

不動産

◎宅地建物取引業法
◎住宅品確法
○不動産特定共同事業
法

○買占め等防止法
○国民生活安定緊急措置法

○犯罪収益移転防止法
○特殊開錠用具所持禁
止法

○工業標準化法

３．消費者行政関係法律の一覧

安全

表示

厚生労働省 経済産業省 国土交通省
内閣府

公正取引委員会 総務省 農林水産省警察庁 法務省

※１　本資料は、未定稿であり、変更がありえる
※２　複数の分野にまたがる法律は、複数の欄に名称を記載している
※３　複数省庁の共管となっている法律については、中心となって施行等の事務を行っていると思われる省庁にのみ名称を記載している
※４  ◎印はワーキング・グループにおいてヒアリングを行った法律、○印はワーキング・グループに資料の提出を受けた法律を意味する

その他

取引

基本政策

金融庁 財務省
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内閣府
内閣府本府

国民生活局 72人 ○○ 局 等

総務課

企画課
【公益通報者保護法 3人】

消費者企画課
【消費者基本法、消費者契約法 6人 】

消費者安全課
【製造物責任法 3人】

国民生活情報室
【国民生活センター法 4人】

個人情報保護室
【個人情報保護法 6人】

消費者行政推進室
【消費者基本法 4人】

消費者団体訴訟室
【消費者契約法 5人】

市民活動促進課

調査室

総務省

総合通信基盤局 ○○局 ○○局

電気通信事業部

他２部 及び 総務課

消費者行政課
【特定電子メール送信法 3人※】

他 ５課

公正取引委員会

事務総局

官房 経済取引局 審査局

取引部

他 ３課

取引企画課

企業取引課

消費者取引課
【景品表示法 14人】

景品表示監視室
【景品表示法 29人】

上席景品表示調査官

地方事務所・支所
【景品表示法 29人】

〔独立行政法人〕

（独）国民生活センター

公正取引委員会

警察庁
総務省金融庁

４．主な消費者関連法担当部局
（第３・４回WGにおけるヒアリング対象法律の担当部局等)

食品安全委員会事務局 59人
【食品安全基本法 59人】

警察庁

生活安全局 ○○ 局 等

生活環境課

生活経済対策室（17人）

無限連鎖講の防止に関する法律違反
その他の経済関係事犯、環境関係事犯、
保健衛生関係事犯等の取締りに関する
都道府県警察に対する調整事務等
を兼務（専従者なし）

他 ４課

事務局
【投信法、金商法等に基づく報告又は
資料の徴取及び検査等 341人】

＊主に、第３及び４回消費者行政推進会議ワーキング･グループにおいてヒアリングを行った法
律を説明した府省庁の担当部局及び人員配置について掲載。

＊人数については、他法律の業務を兼務している者を含む。

総務企画局
検査局

【法律毎ではなく、事案に
応じて検査官を配置】

監督局

企画課
【金融制度に関する共通的な事項

（金販法を含む）の企画及び立案 3人】

市場課
【金商法等証券市場その他の金融市場に関する制度の

企画及び立案、金融商品取引所の監督等 34人】

総務課

保険課
【保険業法、自賠法等に基づく保険会社の監督等 37人】

証券課
【金商法、投信法等に基づく金融商品取引業者、

投資法人の監督等 30人】

郵便貯金・保険監督参事官室
【郵政民営化法、保険業法等に基づく

郵便保険会社等の監督 7人】

企業開示課
【有価証券報告書等開示に関する制度の企画及び立案、

有価証券報告書等の審査及び処分等 14人】

信用制度参事官室
【金融会社に関する制度（貸金業法等

を含む）の企画及び立案 5人】

保険企画室
【保険に関する制度の企画及び立案 9人】 金融会社室

【貸金業法等に基づく貸金業者、
不動産特定共同事業者等の監督 15人】

銀行第一課

協同組織金融室

銀行第二課

財務省財務局
【金商法に基づく金融商品取引業者の監督等 603人、

保険業法に基づく保険会社の監督215人、貸金業法に基づく貸金業者の監督213人】

金融庁
証券取引等監視委員会

食品安全委員会
７名

※１ 金融庁・財務局において当該法律の企画立案・執行に携わっている者の中には、他の法律を併せて担当している者が含まれている。

※２ 財務局において金商法・保険業法・貸金業法を執行している者の間での計数の重複がある。

※ 食品安全委員会は、食品安全基本法に基づき
設置されているため、事務局の職員は全て同法
に基づく業務に従事している。

※ 他の法律と兼務
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農林水産省本省

消費・安全局 総合食料局

消費・安全政策課

表示・規格課
【ＪＡＳ法 46人】

農産安全管理課

畜水産安全管理課

動物衛生課

○○局

他４課

食品産業企画課

商品取引監理官

他６課

農林水産省
地方農政局・地方農政事務所

【JAS法 2,027人】

商務情報政策局 ○○局

取引信用課
【割賦販売法 22人】

商務課
【商品取引所法 13人】

消費経済政策課
【特定商取引法、特定商品預託法 7人】

製品安全課
【消費生活用製品安全法、
家庭用品品質表示法 33人】

他８課

○○局

消費経済対策課
【特定商取引法、特定商品預託法 22人】

検査室
【商品取引所法 ３２人】

監督室
【商品取引所法 9人】

地方経済産業局
【特商法、商取法、消安法、

割販法、家庭用品品質表示法等 99人】

〔独立行政法人〕

（独）製品評価技術基盤機構
（バイオ資源の収集保存、化学物質安全管理、
製品安全、計量・標準等の業務を一体として
実施。）

経済産業省本省

経済産業省

総合政策局 住宅局 自動車交通局

安心生活政策課

不動産業課
【宅地建物取引業法 12人】

観光事業課
【旅行業法 7人】

他１４課
他１部

住宅生産課

建築指導課

市街地建築課

技術安全部
【道路運送車両法 102人】

自動車情報課

技術企画課

審査課

整備課

環境課

他 ５課

○○局

他 ３課

国土交通省本省

8人 住宅生産課
【住宅品確法 9人】

１人 建築指導課

36人 建築指導課
【建築基準法 43人】

7人 市街地建築課

国土交通省

〔独立行政法人〕

(独)農林水産消費安全技術センター 【JAS表示・規

格、農薬・肥料・飼料等に関する分析・立入検査等】

〔独立行政法人〕

自動車検査独立行政法人

※人数は、法律の担当課室の全人員を記載（平成１９年１０月１日時点）。

全員が他の法律との兼務。

〔独立行政法人〕

（独）製品評価技術基盤機構
（バイオ資源の収集保存、化学物質安全管理、
製品安全、計量・標準等の業務を一体として
実施。）

地方整備局等（内閣府も含む）【建築基準法121人
、住宅品確法64人、宅地建物取引業法36人】

地方運輸局【 道路運送車両法1575人、旅行業法
44人の内数】

※各法律の企画立案・執行に係る人員は、すべて他の業務
を兼務している。

厚生労働省本省

医薬食品局 健康局 ○○局

安全対策課
【薬事法 27人】

審査管理課
【薬事法 ２３人】

他１課

監視指導・麻薬対策課
【薬事法 １4人】

食品安全部

企画情報課
【食品衛生法 33人】

基準審査課
【食品衛生法、健康増進法 29人】

監視安全課
【食品衛生法、と畜場法、食品の製造過程の管理の高度化に関する
臨時措置法、牛海綿状脳症対策特別措置法、食鳥処理の事業の
規制及び食鳥検査に関する法律、化製場等に関する法律 20人】

検疫所業務管理室
【うち13人】

国際食品室
【うち5人】

新開発食品保健対策室
【うち11人】

輸入食品安全対策室
【うち9人】

化学物質安全対策室
【有害物質を含有する家庭用品
の規制に関する法律 １２人】

総務課

他４課

生活習慣病対策室
【健康増進法 14人】

総務課
【薬事法 ２１人】

医療機器審査管理室
【薬事法 １０人】

国立医薬品食品衛生研究所

地方厚生局
【食品衛生法、健康増進法43人,

薬事法9人】

検疫所
【食品衛生法 341人】

国立感染症研究所

国立保健医療科学院

※各法律の企画立案・執行
に係る人員は、すべて他の
業務を兼務している。

厚生労働省

〔独立行政法人〕

（独）国立健康・栄養研究所

（独）医薬品医療機器総合機構
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